
 

 

則３年となります。また、

育成就労制度では転籍が

可能になります。ただし、

同一機関での就労が１～

２年（分野によって異な

る）を超えている場合や、

技能検定試験基礎級等及

び一定水準以上の日本語

能力に係る試験への合格

などが条件となります。 

・受入れ対象職種・分野は、

特定技能１号水準の人材

を育成するため、特定技能

と同様の 16業種（介護、ビ

ルクリーニング、素形材産

業、産業機械製造業、電気・

電子情報関連産業、建設、

造船・船用工業、自動車整

備、航空、宿泊、農業、漁

業、飲食料品製造業、外食

業、自動車運送業、鉄道、

林業、木材産業）となりま

す。技能実習制度では 90職

種（165 作業）での実習が

可能でした。 

・悪質なブローカー対策とし

て、不法就労させた場合の

罪が厳罰化されます。ま

た、当分の間、民間職業紹

介事業者の関与は認めな

い方針です。 

・技能実習の監理団体が「監

理支援機関」に名称変更と

なり、受け入れ機関の要件

を適正化し、適切な受入

れ・育成を実現するとして

います。 

◆制度の開始時期は？ 

育成就労制度は、公布から

３年後の 2027 年から開始さ

れ、2030年までが移行期間と

なる見込みです。 

 

企業のカスタマーハラスメ

ント対策 
顧客が企業やその従業員

に対して行う不当な要求や

迷惑行為（カスハラ）は、業

務への支障はもちろん、従業

員のパフォーマンスや健康

状態等にも影響するため、対

策が必要です。厚生労働省・

あかるい職場応援団の「職場

におけるハラスメント対策

（カスタマーハラスメント

対策）」の研修動画資料（令

和６年６月 11 日改訂）が参

考となるので、以下で紹介し

ます。 

◆カスハラに該当する行為、

判断基準、対応例 

この資料では、具体的な該

当行為として、①長時間拘束

型、②リピート型、③暴言型、

④暴力型、⑤威嚇・脅迫型、

⑥権威型、⑦店舗外拘束型、

⑧ＳＮＳ／インターネット

上での誹謗中傷型、⑨セクシ

ュアルハラスメント型の９

つが挙げられており、それぞ

れ、「該当行為例」「判断基

準例」「対応方針・対応例」

「該当する可能性のある刑

法犯」について示されていま

す。例えば、長時間拘束型に

ついては、「居座り、長時間

の電話など、顧客が正当な理

由なく長時間従業員を拘束す

る」（該当行為例）、「商品・

サービスに問題がない場合、

約 30分を目途に判断する」な

ど（判断基準例）、「上位者

に代わる（電話応対時、来店

時）」など（対応方針・対応

例）、「監禁罪刑法 220条（３

年以上７年以下の懲役）・一

定の場所から移動の自由を奪

う行為」など（該当する可能

性のある刑法犯）としていま

す。 

◆カスハラ対策の基本的な枠

組み（事前準備・事後対応） 

ハラスメント行為を想定し

た事前準備として、事業主の

基本方針・基本姿勢の明確化

→従業員への周知・啓発→従

業員（被害者）のための相談

対応体制の整備→対応方法、

手順の策定→社内対応ルール

の従業員等への教育・研修を

行う、としています。 

また、ハラスメント行為が

実際に起こった際の対応とし

て、事実関係の正確な確認と

事案への対応→従業員への配

慮の措置→再発防止のための

取組み→前記までの措置と併

せて、プライバシー保護や不

利益取扱いされないことなど

の措置を講じる、としていま

す。 

 

務費指針の徹底等による価

格交渉の機運醸成が必要で

す。 

◆価格転嫁の状況 

 コスト全体の価格転嫁率

は 46.1％で、昨年９月より微

増しています。受注企業のう

ち、コスト増加分を全額価格

転嫁できた割合は増加し、一

部でも価格転嫁できた割合

も増加しました。しかし、一

方で１～３割しか価格転嫁

できなかった割合も増加。ま

ったく価格転嫁できなかっ

た・減額された企業も約２

割、「転嫁できた企業」と「で

きない企業」で二極化の兆し

もあり、転嫁対策の徹底が重

要です。 

◆「労務費についての価格交

渉」と「正当な理由のない原

価低減要請等による減額」 

今回、①「労務費について、

価格交渉できたか」と、②「正

当な理由のない原価低減要

請等により価格転嫁できず、

結果、代金が減額となったケ

ース」を初めて調査。①につ

いては、価格交渉が行われた

企業のうち約７割が、労務費

についても価格交渉が実施

されたと回答しました。②の

「正当な理由のない原価低

減要請等によって価格転嫁

できず、減額されたケース」

は、全体の約１％存在しまし

た。 

下請法違反が疑われる事

例や、「原価低減要請」に係

る振興基準上不適切と思わ

れる事例も存在しており、中

小企業庁ではこれらの情報

も端緒として、下請法の執行

を強化していくとしていま

す。 

 

改正入管法等が成立  

「育成就労制度」とは？ 
６月 14 日に出入国管理及

び難民認定法（出入国管理

法）の改正案が参議院で可

決・成立し、1993年に始まっ

た技能実習制度は廃止され、

新たに育成就労制度が創設

されることになりました。変

更となる点についてまとめ

ておきます。 

◆育成就労制度の特徴 

・目的は、技能実習制度は技

能の移転による国際貢献

のための人材育成などで

あることに対し、育成就労

制度では日本の発展のた

めの人材育成と人材確保

としています。 

・在留期間は、技能実習制度

では最大で通算５年でし

たが、育成就労制度では原

中小企業における労務費

等の価格転嫁の現状 
～中小企業庁「価格交渉促

進月間（2024年３月）のフォ

ローアップ調査結果」より 
原材料費やエネルギー価

格、労務費などが上昇する

中、中小企業庁では、2021年

９月より毎年３月と９月を

「価格交渉促進月間」と設定

し、受注企業が、発注企業に

どの程度価格交渉・価格転嫁

できたかを把握するための

調査を実施しています。 

６月 21 日に公表された 2024

年３月のフォローアップ調

査の結果では、労務費に関す

る価格交渉の状況や、正当な

理由のない原価低減要請等

による減額についても初め

て調査が行われました。 

◆価格交渉の状況 

直近６カ月間における価

格交渉の状況は、「価格交渉

が行われた」割合は 59.4％

で、発注企業から交渉の申し

入れがあり、価格交渉が行わ

れた割合が増加するなど、価

格交渉できる雰囲気がさら

に醸成されつつある傾向で

す。一方で、「価格交渉を希

望したが、交渉が行われなか

った」割合は 10.3％で前回よ

り増加しており、引き続き労
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